
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
十
一
号

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一

年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
事
業
活
動
等
）

第
二
条

条
例
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
業
活
動
は
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
・
サ
ー

バ
運
営
業
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
・
コ
ン
テ
ン
ツ
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業
に
係
る
事
業
活
動
と
す
る
。

２

条
例
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
業
は
、
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
り
行
う
商
品
、
権
利
若
し
く
は
役
務
に
関
す
る
説
明
若
し
く
は
相
談
若
し
く
は
商
品
若
し
く
は

権
利
の
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
を
有
償
で
提
供
す
る
契
約
に
つ
い
て
の
申
込
み
、
申
込
み
の
受
付

若
し
く
は
締
結
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
契
約
の
申
込
み
若
し
く
は
締
結
の
勧
誘
の
業
務
に
係
る
事
業
又

は
新
商
品
の
開
発
、
販
売
計
画
の
作
成
等
に
必
要
な
基
礎
資
料
を
得
る
た
め
に
す
る
市
場
等
に
関
す

る
調
査
の
業
務
に
係
る
事
業
及
び
こ
れ
ら
の
業
務
に
付
随
し
て
行
う
業
務
で
あ
つ
て
、
当
該
業
務
に

よ
り
得
ら
れ
た
情
報
の
整
理
若
し
く
は
分
析
の
業
務
に
係
る
事
業
と
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「第

３
条

関
係

」
を
「第

４
条

関
係

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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